
健保組合では、正確なマイナンバー紐づけ登録を行うため、加入者本人の

氏名・生年月日に加え住民票住所の確認を行っています。これら検証を経て、

不備なくマイナ保険証をご利用いただいています。

医療機関で受診する際には、利便性も高いマイナ保険証をご利用ください。

また、前ページの「限度額適用認定証」は現在、健保にご請求いただき、交

付致しておりますが、マイナ保険証で代用できます。マイナンバーカードに保

険証の利用登録がお済みでない方は、この際にぜひご登録をお願いします。

当健保組合は加入者の皆さまの健康増進を図り、良質で効率的な医療を受けられるよう、努めてまいります。

マイナ保険証未登録の場合には、ぜひご理解、ご登録をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

保険証の利用登録の状況 （令和５年10月16日時点）

当健保組合加入者の

保険証の利用登録の割合 60.3%

保険者が行っている安心、安全のための対応策

について、動画をご覧ください。

デジタル庁作成動画 【報告と対策】


